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新 旧 

 

 附 則 

（改廃） 

第８条 本手順書の改廃は、委員会の審議を経て、運営戦略会議で報告するもの

とする。 

 

（施行期日） 

第９条  

    本手順書は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

本手順書は、平成 24年 4月 1日から改訂施行する。 

本手順書は、平成 24年 10月 1日から改訂施行する。 

本手順書は、平成 27年 4月 1日から改訂施行する。 

本手順書は、平成 28年 4月 27日から改訂施行する。 
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